
社会資本整備総合交付⾦交付決定通知書

総合交付⾦については、補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以
下「法」という。）第６条第１項の規定により、下記のとおり交付することに決定しましたので、同法第
８条の規定により通知します。

令 和 年 月 日

南砺市⻑ 殿

国 土 交 通 大 臣

なお、本事業の実施にあたっては、公共⼯事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）
に則り、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契
約を⾏い、⼯事の品質を確保して下さい。

令和 年 月 日 で交付申請のあった令和０５年度社会資本整備

記
別紙のとおり。

１ 交付⾦の交付決定額、交付⾦を充てる事業及びその内容並びにこれに要する経費の配分は、交付
申請書記載のとおりとします。

３ 交付⾦の額の確定は、交付決定額の範囲内で、交付⾦を充てた要素事業の当該年度の事業費
（事務費を除く。）の実績額に基づいた額をもって⾏うものとします。

４ 交付⾦の交付の条件は、次のとおりとします。
（１）交付⾦を充てる事業の実施について、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ

国土交通大臣の承認又は指示を受けて下さい。
イ 交付⾦を充てる要素事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をするとき
ロ 交付⾦を充てる事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をするとき
ハ 交付⾦を充てる要素事業を中⽌し、又は廃⽌するとき
ニ 交付⾦を充てる要素事業が予定の期間内に完了しないとき又は要素事業の遂⾏が困難とな
ったとき

（２）交付⾦を充てた事業が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残
存するときは、国土交通大臣の承認を得て当該事業の完了後これと同種の他の交付対象事業に使
用する場合を除き、当該物件の残存価格に係る国費相当額を算出し、その額を国庫に返還して下
さい。

（３）交付⾦を充てた事業が完了した場合において、当該事業の施⾏により発⽣した物件があるとき
は、当該物件の価格を当該年度の事業費（事務費を除く。）の実績額から控除することがあります。

（４）交付⾦について、当該地⽅公共団体等の歳⼊歳出予算における予算科⽬別の計上⾦額を明らか
  にする調書を作成しておいて下さい。
（５）この交付⾦を充てた事業について、この交付⾦の交付を受けた地⽅公共団体等に次に掲げる剰
  余⾦、収⼊又は収益（以下「収益等」という。）が⽣じたときは、交付決定額の範囲内で、当該
  収益等の額に、当該収益等が⽣じた要素事業に係る国費率を乗じて得た額に相当する⾦額を国庫
  に納付して下さい。
  イ ダムエネルギー適正化利用事業で設置した施設における余剰電⼒の売電等により⽣じた剰余⾦
  ロ 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第４３条の５の規定に基づく港湾環境整備負担⾦収⼊
  ハ 沈廃船等処理又は廃棄物埋⽴護岸の整備に関して⽣じた収益

（７）この交付⾦を充てた事業に係る消費税仕⼊控除税額に相当する額は、交付⾦の額の確定に当た
  っては、交付⾦を充てた要素事業の当該年度の事業費（事務費を除く。）の実績額から減額する
  ものとします。交付⾦の額の確定後に消費税仕⼊控除税額が明らかとなったときは、その額に、
  当該事業に係る国費率を乗じて得た額に相当する⾦額を国庫に納付して下さい。
（８）地⽅公共団体等は、本交付⾦に係る間接補助⾦等の交付の決定をするときは、上記（１）から
  （７）までに掲げる条件及び法第２２条の規定に準ずる条件を附するとともに、交付⾦の交付を
  受けたときには、当該交付額に係る間接補助⾦等相当額を遅滞なく、間接補助等事業者に交付し
  て下さい。

国 官 会 第 号

案件番号︓

付け 整備第４２号

（９）本交付決定の効⼒は、令和 年 月 日から⽣じるものとします。

（公 印 省 略）

  は、その差額に相当する⾦額を国庫に納付して下さい。
  事業に充てた交付⾦の総額が、当該事業に係る基礎額の限度を超えることが明らかとなったとき
（６）この交付⾦を充てた市街地再開発事業が完了した場合において、交付⾦の額の確定後に、当該

  議を経て、概算払を⾏うことができます。
２ 本交付⾦は概算払をしなければ事業又は事務に⽀障をおよぼす場合においては、財務大臣との協



別紙

南砺市 単位︓円
（項） （⽬） 交付決定額
社会資本総合整備事業費 社会資本整備総合交付⾦

案件番号︓



交付申請額一覧表
（会計） 一般会計

（項） 社会資本総合整備事業費

（⽬） 社会資本整備総合交付⾦ 単位 千円

国庫債務負担⾏為

番号 交付対象の地⽅公共団体等 計画名 要素事業名 交付⾦額 初年度 年度 年度 年度 年度

年割額 年割額 年割額 年割額 年割額

備 考

南砺市 南砺市における安心・安全なくらしを⽀えるみちづくり

案件番号︓



（単位︓千円）

令和０５ 年度社会資本整備総合交付⾦調書
作成者名 南砺市 計画名 南砺市における安心・安全なくらしを⽀えるみちづくり 変更回数
（会計） 一般会計 （項） 社会資本総合整備事業費 （⽬） 社会資本整備総合交付⾦

基幹事業

ｱ

ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ ﾀ

番号

交付対象事業の名称 要素事業名 事業 地域 種別 種別 事 業 費 控除額 事業費 国費率 基礎額 交付 国費充 完了 年度間調整額

（事業箇所） 種別 種別 １ ２ ⼯ 事 費 内 訳 地籍整備費 事業費計 （控除額の （国費） ⾦額 当率 予定

計画期間内における要綱上の番号 本⼯事費 附帯⼯事費 測量設計費 用地費 船舶及機 換地諸費 権利変換諸費 管理処分諸費 控除後） （ 年月日
前年度までに実施した

基幹事業（小） 細項⽬ 及補償費 械器具費 （ ） （ ） ／ ） 事業に係る基礎額の合計

一括設計承認 一括設計承認年月日

ﾁ 備考

（１）下出⼊谷

線 ⼊谷

道路 一般 市町

村道

改築

道路事業 令和 年

月 日

未承認

オ ５月１８日契約予定

（２）小坂岩木

線（和泉・岩木

⼯区） 和泉・

岩木

道路 一般 市町

村道

改築

道路事業 令和 年

月 日

未承認

オ ５月１８日契約予定

（２）国広南原

線 ⽴野原東（

京塚）

道路 一般 市町

村道

改築

道路事業 令和 年

月 日

未承認

オ ５月１８日契約予定

（２）経塚⽴野

２号線他 土⽣

新

道路 一般 市町

村道

改築

道路事業 令和 年

月 日

未承認

オ ５月１８日契約予定

（１）⽴野原蓑

谷線他 千福・

⽴野原東

道路 一般 市町

村道

改築

道路事業 令和 年

月 日

未承認

オ ５月１８日契約予定

小計

合計

ﾄ ﾂ ﾃ
調整後の基礎額 国費 合計 前年度までに交付された国費総額 年度間調整額 国費

案件番号︓


